
 

盛岡市市営住宅長寿命化計画 

〈概 要 版〉 

平成2５年２月 
 

盛岡市建設部建築住宅課 



 

  ● はじめに 

 

（1）計画策定の趣旨 

  盛岡市における市営住宅の総戸数 2,748戸のうち，昭和30年代から建設された耐火 

 構造である建築物の戸数は全体の８割以上を占めており，これら建築物の老朽化の進 

 行により，ある時期から一斉に更新期を迎え始めることから，近い将来に市営住宅の 

 維持管理が多大な財政負担になることが明らかとなっている。 

  高齢化の進展や所得の格差が拡大傾向にある社会状況にあって，住宅セーフティー 

 ネットとしての公営住宅の役割は依然重要で，財政状況が厳しい中，公営住宅の需要 

 に対応するためには既存の市営住宅の有効活用が不可欠であり，また，長寿命化を図 

 り，ライフサイクルコストの縮減のため長期的な視点に立った予防保全型の維持管理 

 を積極的に推進していくことが重要である。 

  これらのことから，今般，長寿命化の観点で中長期的な市営住宅の活用方針を示し 

 た『盛岡市市営住宅長寿命化計画』を策定するものである。 

  なお，本計画は国土交通省住宅局が示す「公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 

 21年３月）」に基づき作成するものであり，本計画の内容は，平成26年度に予定して 

 いる「盛岡市住宅マスタープラン」の改訂に伴い見直しを行うとともに，今後の社会 

 情勢の変化，及び，事業の進捗状況等に応じて適宜見直しを行うこととする。 

 

（2）計画の位置付け  

  本計画は「市営住宅ストック総合活用計画（平成15年２月）」の後継計画として， 

 「盛岡市住宅マスタープラン」を上位計画とする体系に位置付けるものとする。 

  なお，公営住宅等整備事業，公営住宅等ストック総合改善事業に係る社会資本整備 

 総合交付金については，本計画に基づいて実施することが基本的な要件とされる。 
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 １．市営住宅の概要 

  (1) 市営住宅の状況 

   当市が管理する市営住宅は，平成24（2012）年 6月現在で棟数 175棟，戸数 

  2,748戸となっており，実質管理戸数は2,458戸である。 

   入居世帯数は2,303世帯で，実質管理戸数での入居率は 93.7％と高い水準に 

  なっている。 

 

資料 ： 盛岡市資料  
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  (2) 市営住宅の建設年・構造別分類 

   昭和34（1959）年度から平成12（2000）年度の間に建設された中層耐火・高層 

  耐火である耐火構造の建築物における戸数は 2,244 戸で，全体の81.7％を占めて 

  いる。 

 

資料 ： 盛岡市資料 平成24年6月 

木造 準耐火（平） 準耐火（二） 中層耐火 高層耐火 計

昭和40年度以前 10棟 10棟

（1965年度以前） 186戸 186戸

昭和41～45年度 38棟 8棟 46棟

（1966～1970） 229戸 216戸 445戸

昭和46～50年度 2棟 9棟 11棟

（1971～1975） 10戸 323戸 333戸

昭和51～55年度 2棟 14棟 16棟

（1976～1980） 10戸 489戸 499戸

昭和56～60年度 10棟 15棟 25棟

（1981～1985） 20戸 384戸 404戸

昭和61～平成2年度 14棟 9棟 23棟

（1986～1990） 40戸 270戸 310戸

平成  3 ～  7年度 13棟 13棟

（1991～1995） 276戸 276戸

平成  8 ～12年度 4棟 1棟 5棟

（1996～2000） 58戸 42戸 100戸

平成13～17年度 3棟 3棟

（2001～2005） 76戸 76戸

平成18年度以降 13棟 3棟 6棟 1棟 23棟

（2006～） 45戸 12戸 38戸 24戸 119戸

37棟 7棟 44棟 86棟 1棟 175棟

105戸 32戸 267戸 2302戸 42戸 2748戸
計
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 ２．計画の目的 

 

 (1) 将来の建物更新の予測 

   現在の市営住宅を建設年順に並べ，公営住宅法の構造別耐用年数を迎える戸数 

  を10年毎に整理すると右下の表のとおりになる。  

   木造及び準耐火構造の建築物は， 

  この数年先から耐用年数を迎えるも 

  のがある一方，耐火構造の建築物は 

  約10年先から耐用年数を迎え，戸数 

  が増大していく傾向となっている。 

   総戸数を維持しながら耐用年数以 

  内の建替えを進めるためには，ピー 

  ク時に年間 80戸 を越える建設ペー 

  スが必要となる。 

 

 (2) 計画調整による事業量の平準化 

  ① 建替えペースの調整と長寿命化改善による適正な供給量と質の確保 

     将来的な事業量の平準化に向けて，必要な建替え戸数を確保しながら維持 

    保全や長寿命化に資する改善を計画的に実施することで，一定の質を確保し 

    た供給量の適正確保と安定した供給体制を整備する。 

  ② 計画的な更新の実施による事業量の平準化 

     市営住宅の総戸数に対して割合 

    が大きい耐火構造の建築物につい 

    て，早期に建替えするものと，長 

    寿命化改善の実施により耐用年数 

    を越えて長期供用するものに仕分 

    けることで，建替え時期・戸数の 

    ピークの分散化を図る。 

 

 

※ 公営住宅法における構造別耐用年数  

 木造 ： 30年  準耐火(平)・(二) ： 45年  中層耐火・高層耐火 ： 70年 
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  (3) 適切な更新の実施 

   ① コスト縮減による実施戸数の拡大 

    将来的な事業量の平準化に向けて，限られた予算の中で出来るだけ多くの 

   住宅を更新するため，イニシャルコストの低減と事業の効率化について検討 

   し，建物の長期供用を目的とした長寿命化型改善の実施戸数を増やしていく。 

   ② 居住性確保等に向けた更新の実施 

    既存の市営住宅の中には住戸内に浴室空間が無いなど，快適な居住性能を 

   満たしていない部分があることから，今後，建物を長期的に供用していくた 

   め，良好な居住性を確保するように努めていく。 

 

 ３．長寿命化に関する基本方針 

  (1) 耐久性の向上につながる修繕の実施 
 
    長寿命化型改善の実施が想定される住棟は，建設当時には標準仕様とされ 
 
   ていた設計・施工であっても，現在の公営住宅と比較すると，耐久性の低い 
 
   仕上げ・材料となっていることから，ライフサイクルコスト縮減のため，改 
 
   善に用いる仕上げや材料は，イニシャルコストと修繕周期を十分に検討し， 
 
   耐久性向上に効果のあるものを選定して修繕を実施する。 
 

  (2) 予防保全的な維持管理の実施 
 
    日常的な保守点検の充実と予防保全的な修繕（計画修繕）の実施は，建物 
 
   の老朽化や劣化を原因とした事故や不具合を未然に防ぎ，良好な住環境の維 
 
   持と，長期的な修繕コストの縮減にもつながって行くことから，計画修繕の 
 
   スケジュールを作成して確実に実施する。 
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 ５．長寿命化を図るべき市営住宅 

  (1) 活用手法の判定 

    各団地・住棟の活用手法は国が定める「公営住宅等長寿命化計画策定指針」 

   に基づき選定する。 

 

 

 

 ４．計画期間 

   本計画の計画期間は，平成 25（2013）年度 から 平成34（2022）年度の10年間  

  とする。 

    

■ 活用手法の選定フロー  

経過年数（構造別）

個別改善対象

５団地 27棟

・谷地頭ＡＰ
・北厨川ＡＰ

・青山二丁目ＡＰ

・川目ＡＰ

・柿の木ＡＰ

修繕対応

17団地 125棟

高度利用の可能性等 検討

需要性の状況

維持管理候補
継続判定

【2次判定へ】
建替え 用途廃止

○ 躯体の安全性の検討

○ 避難の安全性の検討
○ 居住性の検討 …他

● 総 合 評 価

建替え対象

青山二・三丁目
アパート

用途廃止対象

盛岡駅前
アパート

１

次

判

定

２
次
判

定

３

次

判

定

市営住宅 23団地 管理棟数 175棟 管理戸数 2,748戸
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団　　地　　名 番　号 棟　数 戸　数 建設年度 構　造

青山三丁目アパート　　 1～17号棟 17 407 1959～1972 耐火構造

青山二丁目アパート　 1～4号棟 4 108 1965～1971 耐火構造

合　　　　　計 21 515

団　　地　　名 番　号 棟　数 戸　数 建設年度 構　造

盛岡駅前アパート 1･2号館 2 53 1973・1979 耐火構造

合　　　　　計 2 53

● 建替え 

● 個別改善【（居住性，福祉対応，安全）+長寿命化型】 

● 用途廃止 

● 修繕対応 

  上記の団地を除く，市営住宅のすべてを修繕対応の対象とする。 

団　　地　　名 番　号 棟　数 戸　数 建設年度 構　造

谷地頭アパート 1～4号棟 4 180 1973～1976 耐火構造

北厨川アパート 1～14号棟 14 490 1975～1986 耐火構造

青山二丁目アパート　 5・6号棟 2 48 1972～1973 耐火構造

川目アパート 1～4号棟 4 150 1977～1978 耐火構造

柿の木アパート 1～3号館 3 72 1979～1981 耐火構造

合　　　　　計 27 940

また，活用手法別に対象となる団地名等の詳細は次のとおりである。 

  (2) 活用手法の選定結果 

   前頁の活用手法選定フローによる判定結果をふまえて，計画期間（10年間） 

  における市営住宅の活用手法別戸数は次のとおりとする。 

 

175棟 2,748戸

152棟 2,180戸

125棟 1,240戸

27棟 940戸

21棟 515戸

2棟 53戸 ・ 用途廃止対象戸数

うち修繕対応戸数

うち改善対象戸数

 ・ 建替え対象戸数

対　　　　　象  　合　　　　計

市営住宅管理戸数

 ・ 維持管理対象戸数

  

 なお，今後予定している「盛岡市住宅マスタープラン」の改訂に伴い見直し 

を行うとともに，今後の社会情勢の変化，及び，事業の進捗状況等に応じて， 

適宜見直しを行うこととする。 
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 ６．建替え事業の実施方針    

    (1) 建替えの方針 

    すでに事業決定されている「青山二・三丁目アパート建替え事業」について， 

   建替え後の住戸数は現在の入居世帯数の確保を基本として，新たに計画敷地内 

   に社会福祉施設等の建設用地を確保する方針としている。 
 
    また，良好な居住環境の構築を目指し，計画の留意点は以下のとおりである。 

 

   

 

 

 ・ 各戸への浴室（浴槽，給湯器）及び洗面所の設置。 

 ・ １世帯１台の駐車スペースを確保。 

 ・ エレベーターの設置，段差解消，手すりの設置等によるバリアフリー化。 

 ・ 断熱性の向上による省エネ性能の向上。 

 ・ 遮音性，耐震性，防災性の確保。 

 ・ 車椅子対応住宅の整備，子育て世帯への配慮，コミュニティ空間の確保 

  等に より，多様な住まい方の提案。 

 ・ 周辺住宅地への日影や電波障害等の影響に配慮。 

 ７．長寿命化のための維持管理計画   

 

    (1) 個別改善の実施方針と内容 
 

    今後長期間にわたって使用することを目的として，対象の住棟に長寿命化改 

   善を実施する。 

    これまでに当市が実施してきた改善工事の内容を,国がストック総合改善事 

   業に示す改善項目に分類すると以下のとおりになる。 

 

   

 

 

 

 Ａ 居住性向上型改善 

   基本的に，既存の浴室空間に浴槽と給湯設備を設置するものとして， 

  予算の範囲内で住宅設備（台所・洗面・便器）の更新も検討する。 

工事内容 仕様等

ア．給湯設備（給湯器設置、配管等）
20号給湯器3箇所給湯

（浴室、洗面、台所）

イ．浴槽設置（ＵＢ設置、内装等）

部　位

住戸専用部 水廻り
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 Ｂ 福祉対応型改善 

   公営住宅整備基準に定められた便所・浴室の手摺設置と，玄関の手摺 

  設置を行う。合わせて高齢者向け改善事業（住戸内床段差解消，緊急開 

  錠装置設置，手摺設置等）についても継続して行う。 

工事内容 仕様等

ア．便所・洗面所・浴室・玄関手摺設置
　　給水栓レバーハンドル化

木製（浴室は樹脂
被膜仕上品）

イ．住戸内床仕上げの段差解消

ウ．緊急開錠装置設置

住戸専用部
居室・
その他

部　位

 
 Ｃ 安全性確保型改善 

   バルコニー手摺や窓面格子の交換（スチール製⇒アルミ製）を行う。  

 

 Ｄ 長寿命化型改善 

   外壁仕上げの耐久性向上（リシン吹付材⇒複合塗材Ｅ程度）と金属屋根 

  の耐久性向上（カラー鉄板葺⇒ガルバリウム鋼板葺），バルコニー等の防 

  水性能向上，及び，設備配管（雨水配管含む）の耐久性向上を行う。 

   合わせて，断熱向上（外壁外断熱・２重サッシ）も検討する。 

工事内容 仕様等

外部・
共用部

金物類 ア．鋼製手摺改善（アルミ製手摺への変更） アルミ方立共

部　位

工事内容 仕様等

住戸専用部
居室・
その他

ア．専用部給水管の耐久性向上
　　（塗膜による管更生等）

イ．給水方式変更
　（給水ユニット・受水槽設置、高架水槽撤去等）

ウ．共用部給排水管の耐久性向上
　　（塗膜による管更生等）

エ．外壁の耐久性向上等（外壁改修） 複層塗材Ｅ

オ．屋根防水の耐久性向上
　　（金属屋根のカバー工法等）

ガルバリウム鋼板

カ．バルコニー等の耐久性向上 塗膜防水

部　位

外部共用部

水廻り

その他
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  Ａ～Ｄの各改善仕様を組み合わせて，当該住棟の修繕履歴や劣化等の状況 

 に応じ詳細検討のうえ実施する。 

  また，入居者の協力を得て動産移転等の負担を極力小さくした事業実施と 

 する。 

  

  (2) 計画修繕の実施方針 

   活用手法の選定で修繕対応と判定された125棟・1,240戸については，必要 

  な内容の計画修繕を効率的に行うことで，経年劣化を抑制し，次の計画期間 

  以降に実施する改善事業の費用縮減が期待できることから，複数の修繕項目 

  をまとめた大規模計画修繕と定期修繕を実施することとする。 

   なお，実施する対象住棟，及び対象項目の選定については，これまで「市 

  営住宅ストック総合活用計画」に基づいて実施してきた定期修繕のスケジュ 

  ールを基本として，日常点検と定期点検の結果をふまえて選定する。 
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  (3) 長寿命化計画で実施する事業費の概算 
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 ８．長寿命化のための維持管理による効果   

    (1) 予防保全的な維持管理等の実施効果 

   ① 更新が難しい市営住宅の発生を抑制  

     耐用年数を迎え始める耐火構造の住棟に，長寿命化計画で耐久性向上に 

    資する長寿命化改善の実施で建替え事業量の平準化が図られ，更新が難し 

    い市営住宅の発生が抑えられる。 

   ② 社会的に有用な市営住宅の維持と品質確保 

     複数メニューの改善の実施により，居住性と耐久性の向上を図ることで 

    市営住宅を適正な水準に高める効果が期待できるとともに，予防保全的修 

    繕の実施で緊急修繕の発生量を抑え，市営住宅の品質確保と安全性確保に 

    資する効果を見込める。 

  (2) ライフサイクルコストの改善効果 

     国土交通省が示す「公営住宅等長寿命化計画策定指針」に基づき，長寿 

    命化改善の実施による改善効果を試算すると，建設から45年で建替える場 

    合と長寿命化により70年使用までのコスト差を改善効果として，一戸当り 

    約26.8千円/年となり，全体として 25,178千円/年の効果と算出された。 
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